
理

由

食
品
の
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
を
引
き
続
き
促
進
す
る
た
め
、
食
品
の
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
臨
時
措

置
法
の
廃
止
期
限
を
五
年
間
延
長
す
る
と
と
も
に
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
の
施
行
に
伴
う
規
定
の
整
備
等
を
行
う

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


